
 

2015 年 台東区長選挙立候補者 各位 

市街地寺院研究会（編） 

2015年 2月 23日  

 

政策に関するアンケート 

質問文 三段階でのご回答 

（○／△／✕） 

コメント・自由記述欄 

（特記事項あれば） 

１ 都市計画・都市環境に関して 

区都市計画マスタープランに謳われているように、歴史ある

まち台東区に相応しい、都市建築（まちなかの建築）のあり

方について重要視し精査検討したい。 

○ 都市計画そのものの見直しが不可欠であり大変急がれています。 

建築基準法が改悪された 1998 年以降、マンション建設が急増し

ている台東区都市計画における用途は、上野公園と谷中以外ほぼ

全域が商業地域です。マンションは住宅であるため、1998 年の

建築基準法が大改悪された時に、本来用途を見直し、「住宅兼商

業地域」を新設すべきだったと考えます。 

さらにこの商業地域全域が液状化危険地域です。 

首都直下型地震に備え、液状化ハザードマップ作りを最優先しま

す。 

それと同時に、台東区にふさわしい都市建設（まちなかの建築）

のあり方を重視したまちづくりにとりくみます。 

景観法・区景観条例の精神に鑑み、歴史的に紡がれた区内の

景観について、観光資源としても重視して、その保全・継承・

形成に積極的に取り組む。そのための行政機構の整備を行う。 

○ 1979 年に日本政府が批准している「経済的、社会的及び文化的権利に

関する国際規約（社会権規約）」を、憲法第 98 条第 2 項に基づき、抜

本的に法的根拠を明らかにして、予算措置を強化し、歴史的財産をま

ちづくりに生かします。 



文化財保護法や歴史まちづくり法等の趣旨に鑑み、観光資

源・まちづくり資源として重要な歴史的建造物や名勝史跡周

辺周辺環境の保全・活用に積極的に取り組む。 

○ 社会権規約と文化財保護法に基づき、政府の責任を明らかにし、文化

庁とのパイプを強め、まちづくりに取り組みます。 

歴史的な環境やまちの風情を活かしたまちづくりのために、

各地・各国の最新の動向・諸施策などを積極的に参照し、国

や都、周辺区とも連携して、その場所に相応しい施策をする。 

○ これまでの私の国連での活動を生かし、ユネスコの協力も得て、貴重

な台東区の遺産のそれぞれの場所にふさわしい最善の施策の実現をめ

ざし、“持続可能なまちづくり”に取り組みます。 

主要道路耐震化事業や木造密集地域の不燃化事業に際して、

防災事業と歴史的建造物保全の両立を目指す。このために、

各部門の連携や外部専門家を交え最大限の精査・検討を行う。 

○ 液状化ハザードマップ作成は、道路の耐震化事業及び不燃化事業、ビ

ルの倒壊予測に資するものと考えます。 

防災事業と歴史的建造物（住宅街を含む）の耐震防火とともに保全に

ついて、法的根拠を明確にし、文化庁との協力体制を強化し予算措置

を抜本的に強化し取り組みます。 

２ 区民に身近な文化環境について 

区民にとって親しまれランドマークとなっている建造物

（学校や転用された校舎等）や文化的価値のある建造物

などの改廃に関しては慎重に、開かれた検討をする。 

○ 新たに発見された寿 2 丁目東陽寺遺跡（仮称）を含め、台東区の遺跡と

文化財の保存に取り組みます。 

文学作品や町会名称などで親しまれている旧町名（住居

表示以前）について、区長期計画に示された通り、まち

づくり資源として継承・活用に努める。 

○ 区独自の民俗資料館の建設が不可欠と考えます。 

区民とともに国際的な文化資産を継承し活用します。 

東京 23 区内にあって最大の寺院数を擁する台東区にお

いて、「墓地埋葬等に関する法律」の改正等を承け、積極

的な寺院政策を検討する。 

○ 墓の問題は人権の問題です。 

歴史的転換点にある墓と寺院政策等について、国際人権規約に基づき積

極的に検討します。 

上記項目と関連して、諸寺院等を、固有の文化・史跡、

観光資源としても再評価し、これらと協働したまちづく

り・環境形成をめざす。 

○ 徳川幕府以来の台東区の寺文化を検証・保存し、まちづくりに生かしま

す。 



３ その他事項 

庁議はじめ、区内部での検討事項・議事や、各行政委員

会等での議事・審議、各種検討会などでの検討事項・議

事について、情報公開をより一層推進する。 

○ 市民的及び政治的権利に関する国際規約（自由権規約）第 19 に基づき、

情報公開の徹底をはかります。 

行政施策の決定プロセスにおいて、区内部で閉じた検討

に終始せず、適宜、外部専門家や地元有識者・区民の意

見を広く徴する方向で「開かれた区政」を目指す。 

○ 首都直下型地震に備え、開かれた区政の実現によって、区民（区内に住

み働く多様な人々）の意見を尊重した国際人権条約を遵守した開かれた

区政に転換することが大変急がれていると考えます。 

 

４ 候補者の主張（上記に関連して、書ききれない事項など） 別紙添付でも可                        

上記の取り組みは、平和に資する重要な課題です。国際人権規約を活用し、こどもたちや若者と区民の意見を尊重し、学際的・国際的見地

を積極的に取り入れ、“持続可能な災害に強いまちづくり”に転換します。 

現政府の憲法 9 条違反の戦争政策に反対し、憲法 9 条を守りぬくためにプロジェクトピースナインを提唱し、台東区の人権平和都市宣言を

作ります。 

・・・・ご回答有難うございました。   


